
 

川崎市居住安定援助賃貸住宅事業に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市（以下「市」という。）における居住安定援助賃貸住宅事業

（賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問

その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福

祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るた

めに必要な援助を行う事業をいう。以下「事業」という。）に関する居住安定援助計画

（以下「計画」という。）の認定等に当たり、必要な事項を定めるものである。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱で使用する用語の意義は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の

促進に関する法律（平成１９年法律第１１２号。以下「法」という。）及び国土交通

省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行

規則（平成２９年厚生労働省・国土交通省令第１号。以下「施行規則」という。）で使

用する用語の例による。 

 

 （計画の認定対象者） 

第３条 法第４０条第１項の規定により、計画に基づき、事業を実施する者（以下「事業

者」という。）であって、法第４２条各号の規定による欠格条項のいずれにも該当しな

い者とする。 

 

（計画の認定申請） 

第４条 法第４０条第１項及び施行規則第５条の規定により、事業者は、事業を実施する

場合は、川崎市長（以下「市長」という。）に対し、居住安定援助計画認定申請書（施

行規則 別記様式第２号）に、法第４０条第２項各号及び施行規則第７条に定める必要

事項を記載の上、申請しなければならない。 

２ 事業者は、前項の申請をする時は、前項の申請書及び法第４２条各号のいずれにも該

当しない旨の誓約書（第１号様式）に加え、施行規則第８条の規定により、次の各号に

掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）施行規則第８条第１号及び第２号の規定による間取図及び概要図 

（２）施行規則第８条第３号から第５号まで及び第７号の規定による誓約書（第１号様式） 

（３）施行規則第８条第６号の規定による地震に対する安全性に係る建築基準法に適合す

るもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類（事業を実施する賃貸住宅

が昭和５６年５月３１日以前に新築工事に着手した場合に限る。） 

（４）施行規則第８条第８号により、その他市長が必要と認める書類 

３ 居住安定援助を行う者（以下「援助実施者」という。）と住宅確保要配慮者を入居さ

せる賃貸人とが異なる場合であっても、これらの者が共同して前２項の規定による認定

の申請を行うときは、これらの者を一の事業者とみなす。 



 

４ 事業者は、市長に対する第１項及び第２項による認定の申請を当該賃貸住宅に係る法

第９条第１項の登録の申請と併せて行う場合には、第１項の規定にかかわらず、第１項

第２号から第６号まで及び第８号に掲げる事項の記載を省略することができる。 

 

（計画の認定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合、次項に規定する場合を除き、当該

申請に係る計画が法第４１条及び施行規則第９条から第１５条までに定める基準に適合

していると認めるときは、その認定をする。 

２ 市長は、申請時に提出された計画のうち、法第４１条第６号及び施行規則第１４条第

１号ハによる福祉サービスへのつなぎに係る内容ついて、市又は市が委託等により運営

している機関の事業やサービス等につなぐことに対し、対価を求める内容である場合は、

法第４１条第７号及び施行規則第１５条の規定に適合せず、居住安定援助の提供の対価

が、当該居住安定援助の提供に要する費用に照らして不当に高いものと判断し、認定し

ないものとする。 

 

（計画の認定通知） 

第６条 市長は、前条の規定により認定したときは、法第４３条第１項の規定により、居

住安定援助計画認定通知書（第２号様式）により、申請者へ通知する。 

 

（心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出） 

第７条 前条の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）又はその法定代理人若し

くは同居の親族は、当該認定事業者又はその法第４２条第６号に規定する法定代理人、

同条第７号に規定する役員若しくは施行規則第２０条に規定する使用人が精神の機能の

障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態とな

ったときは、施行規則第１９条の規定に係る届出書（施行規則 別記様式第３号）に、

病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した

医師の診断書を添え、市長に提出しなければならない。 

 

（計画の軽微な変更の届出） 

第８条 認定事業者は、法第４４条第１項及び施行規則第２１条の規定により、軽微な計

画変更を行う場合は、居住安定援助計画の軽微な変更届出書（第３号様式）を市長に提

出しなければならない。 

 

（計画変更の申請） 

第９条 認定事業者は、法第４４条第１項の規定により、計画変更（前条の規定による軽

微な変更を除く。）を行う場合は、施行規則第２２条第１項の規定により、居住安定援

助計画の変更申請書（施行規則 別記様式第４号。以下「変更申請書」という。）によ

り、市長に申請しなければならない。 

２ 計画の変更に伴い、第４条第２項に掲げる添付書類のうち、当初計画の申請時に市長



 

へ提出した添付書類に変更が伴う場合は、施行規則第２２条第２項の規定により、前項

の変更申請書に加え、変更後の添付書類を市長に提出しなければならない。 

 

（計画変更の認定） 

第１０条 市長は、前条の規定による計画変更の申請があった場合、法第４４条第２項の

規定により、法第４１条、法第４２条及び第５条を準用する。この場合において、第５

条中「前条」を「第９条」と読み替えるものとする。 

 

（計画変更の認定通知） 

第１１条 市長は、前条の規定により認定したときは、法第４３条第１項の規定を準用し、

居住安定援助計画の変更認定通知書（第４号様式）により、申請者へ通知しなければな

らない。 

 

（事業の廃止） 

第１２条 認定事業者は、法第４４条第３項の規定により、計画の認定に係る事業を廃止

する場合は、施行規則第２３条第１項の規定により、居住安定援助賃貸住宅事業の廃止

届出書（施行規則 別記様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合は、施行規則第２３条第２項の規定によ

り、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公

示するものとする。 

（１）認定事業者が個人の場合にあってはその氏名及び住所、法人の場合にあってはその

名称、代表者の氏名及び住所 

（２）認定番号 

（３）事業廃止の年月日 

 

（地位承継の承認申請） 

第１３条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定住宅の敷地の所有権その他当

該認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者のうち、法第４５条の規定により、

当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継しようとする者は、施行規

則第２４条の規定により、認定事業者の地位の承継に係る承認申請書（施行規則 別記

様式第６号）に、地位の承継の事実を証する書類（次条において「証明書類」という。）

及びその写しを添えて、市長に提出しなければならない。 

 

（地位承継の承認及び通知） 

第１４条 市長は、前条の規定による地位承継の申請があり、法第４５条の規定による承

認をしたときは、施行規則第２５条の規定により、認定事業者の地位の承継の承認通知

（施行規則 別記様式第７号）に証明書類を添えて、当該承認を受けた者へ通知する。 

 

 （契約締結前の書面の交付及び説明） 



 

第１５条 認定事業者は、法第４６条の規定により、認定住宅に入居する住宅確保要配慮

者（以下「認定住宅入居者」という。）に対し、居住安定援助を行う場合、当該住宅確

保要配慮者に対し、入居契約を締結するまでに、居住安定援助の内容及びその提供の対

価その他施行規則第２６条で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければなら

ない。 

２ 認定事業者は、法第４６条の規定により、前項の規定による書面の交付に代えて、施

行規則第２７条で定めるところにより、認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者

の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則第２８条で定めるものを

いう。）により提供することができる。この場合において、当該認定事業者は、当該書

面を交付したものとみなす。 

 

 （認定事業者の事業実施義務） 

第１６条 認定事業者は、法第４７条の規定により、認定を受けた計画（第９条から第１

１条までの手続を経て変更があったものは、変更後の計画をいう。）に従い、事業を行

わなければならない。 

 

 （帳簿の備付け等） 

第１７条 認定事業者（法第４０条第４項に規定する場合にあっては、認定事業者である

援助実施者）は、法第４８条の規定により、居住安定援助に関する事項であって、施行

規則第２９条第１項で定める事項を記載した帳簿を備え付け、施行規則第２９条第３項

の規定により、年度ごとに５年間保存しなければならない。 

２ 前項の規定による記載事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体

に記録され、必要に応じ認定事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙

面に表示されるときは、当該記録をもって、法第４８条の規定による帳簿への記載に代

えることができる。 

 

（定期報告） 

第１８条 認定事業者は、法第４９条の規定により、認定された計画に基づく居住安定援

助賃貸住宅事業の実施の状況その他施行規則第３０条第１項各号に定める事項について、

施行規則第３０条第２項の規定により、毎年６月３０日までに、計画ごとに前年度の事

業に関する居住安定賃貸援助賃貸住宅事業定期報告書（施行規則 別記様式第８号）を

作成し、市長に提出しなければならない。 

 

（専用賃貸住宅の目的外使用及び申請） 

第１９条 認定事業者は、法第５０条第１項の規定により、計画に記載された専用賃貸住

宅の一部について、入居者を施行規則第３１条で定める期間以上確保できない場合は、

市長の承認を受け、その一部を法第４０条第２項第７号に規定する者以外の者に賃貸す

ることができる。この場合において、当該賃貸借は、法第５０条第３項の規定により、



 

借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条第１項の規定による建物の賃貸借（施行

規則第３３条で定める期間を上回らない期間に限る。）としなければならない。 

２ 認定事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、施行規則第３２条の規定により、

目的外使用に係る承認申請書（施行規則 別記様式第９号）を市長に提出しなければな

らない。 

  

（専用賃貸住宅の目的外使用の承認通知） 

第２０条 市長は、前条の規定による目的外使用の申請があり、法第５０条第１項の規定

により承認をしたときは、目的外使用に係る承認通知書（第５号様式）により、当該承

認を受けた者へ通知するものとする。 

 

（公示） 

第２１条 認定事業者は、計画に基づく事業実施に当たり、計画の記載事項（法第４０条

第２項第１号、第２号（認定住宅の存する市町村の名称に限る。）、第３号及び第７号か

ら第１０号まで並びに施行規則第７条第６号に掲げる事項に限る。）について、施行規

則第３４条の規定により、インターネットの利用その他の適切な方法により公示しなけ

ればならない。 

 

（遵守事項） 

第２２条 認定事業者は、計画に基づく事業実施に当たり、法第４６条から第５０条まで

に規定するもののほか、法第５１条の規定により、施行規則第３５条に規定する事項を

遵守しなければならない。 

 

（生活保護法の特例） 

第２３条 認定事業者（法第８１条第１項により設置する川崎市居住支援協議会の会員で

あることその他施行規則第３６条で定める要件に該当する者に限る。以下この項におい

て同じ。）は、被保護認定住宅入居者（被保護者であって、認定住宅入居者である者又

は認定住宅入居者となろうとする者をいう。以下この条において同じ。）の居住の安定

の確保を図るために必要があると認めるときは、施行規則第３７条の規定により、福祉

事務所長が当該被保護認定住宅入居者に対して交付する生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）第３１条第３項に規定する保護金品（住宅を賃借して居住することに伴い通

常必要とされる費用として厚生労働省令で定めるものの額に相当する金銭に限る。）又

は同法第３３条第４項に規定する保護金品のうち、当該被保護認定住宅入居者が当該認

定事業者（法第４０条第４項に規定する場合は、当該認定事業者である賃貸人。以下

「認定賃貸人」という。）に支払うべき費用（以下「家賃等」という。）の額に相当する

金銭について、当該被保護認定住宅入居者に代わり、当該認定賃貸人に支払うことを希

望する旨、通知書（施行規則 別記様式第１０号）を用いて、福祉事務所長に通知する

ことができる。 

２ 福祉事務所長は、前項の規定による通知を受けたときは、家賃等の口座振替納付（預



 

金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による家賃等の納付をその預金口座又は貯金

口座のある金融機関に委託して行うことをいう。）が行われている場合その他厚生労働

省令で定める場合を除き、当該通知に係る家賃等の額に相当する金銭について、当該通

知に係る被保護認定住宅入居者に代わり、当該通知に係る認定賃貸人に支払うものとす

る。この場合において、当該支払があったときは、生活保護法第３１条第３項又は第３

３条第４項の規定により、当該被保護認定住宅入居者に対し、当該保護金品の交付があ

ったものとみなす。 

 

（報告徴収及び立入検査） 

第２４条 市長は、法第５４条第１項の規定により、必要な限度において、認定事業者又

は認定事業者から認定住宅の管理を委託された者（以下「管理受託者」という。）に対

しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定事業者若しくは管理受託者

の事務所若しくは営業所若しくは認定住宅に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、

書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入検査において、現に居住の用に供している認定住宅の居住部分

に立ち入るときは、法第５４条第２項の規定により、あらかじめ、当該居住部分に係る

入居者の承諾を得なければならない。 

 

（改善命令） 

第２５条 市長は、法第５５条の規定により、認定事業者が法第４６条から法第４８条ま

での規定に違反し、又は法第５１条の規定により施行規則第３５条で定める事項を遵守

していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、改善命令書（第６号様式）により、

その改善に必要な措置を命ずることができる。 

２ 認定事業者は、前項の改善命令を受けたときは、その改善に必要な措置を講じて、改

善報告書（第７号様式）により、市長に報告しなければならない。 

 

（計画の認定の取消し） 

第２６条 市長は、法第５６条第１項の規定により、認定事業者が次の各号に掲げる事項

のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消す。 

（１）法第４２条各号（第３号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。 

（２）不正な手段により計画の認定を受けたとき。 

２ 市長は、法第５６条第２項の規定により、認定事業者が次の各号に掲げる事項のいず

れかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。 

（１）法第４９条又は第５０条第３項の規定に違反したとき。 

（２）法第５０条第１項の承認を受けずに、法第４０条第２項第７号に規定する者以外の

者に賃貸したとき。 

（３）前条の規定による命令に違反したとき。 

３ 市長は、前２項の規定により、計画の認定を取り消したときは、居住安定援助計画認

定取消通知書（第８号様式）により、当該認定事業者であった者に通知する。 



 

４ 市長は、施行規則第３８条の規定により、第１項又は第２項の規定による計画の認定

の取消を行ったときは、その旨をインターネットの利用その他適切な方法により公示す

る。 

 

 （委任） 

第２７条 この要綱に定めるもののほか、計画の認定等に当たり、必要な事項は、市長が

定める。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 

 



 

第１号様式（第４条関係）                        

年    月    日 

川崎市長  

（賃貸人）            

認 定 申 請 者 住 所 

又は主たる事務所の所在地 

氏 名 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

認 定 申 請 者 住 所 

又は主たる事務所の所在地 

氏 名 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

誓 約 書 

 

私は、次の各号のいずれにも該当することを誓約します。なお、認定申請者等の氏名、読み仮名、生年月

日及び住所については、別添に記載するとおりです。 

一 次に掲げるもののいずれにも該当しないこと 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者 

ハ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）第56条

第１項又は第２項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過しな

い者 

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定

する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（リにおいて

「暴力団員等」という。） 

ホ 心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者 

へ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのい

ずれかに該当するもの 

ト 法人であって、その役員又は使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの 

チ 個人であって、その使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの 

リ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

ヌ 建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人がイからリまでのい

ずれかに該当するもの 

二 申請の内容が、次に掲げるもののいずれにも該当すること 

イ 消防法（昭和23年法律第186号）若しくは建築基準法（昭和25年法律第201号）又はこれらの法

律に基づく命令若しくは条例の規定（ロに規定する規定を除く。）に違反しないものであること 

ロ 地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの

又はこれに準ずるものであること 

ハ 基本方針（居住安定援助賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画に定められている市町村の区

域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸

住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画に定められている都道府県の区域（当該市町村の区域を除

く。）内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画）に照らして

適切なものであること 



 

第２号様式（第６条関係） 

                       第    号 

年    月    日 

 

 居住安定援助計画認定通知書 

 

  

       様 

                                  川崎市長 

 

    年  月  日付けで申請のあった居住安定援助計画について、住宅確保要配慮者に対する

賃貸住宅の供給の促進に関する法律第４１条の規定に基づき認定したので、同法第４３条第１項の規

定に基づき通知します。 

 

１ 認定年月日 

 

２ 認定番号 

 

３ 住宅の名称 

 

４ 住宅の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３号様式（第８条関係）                        

年    月    日 

川崎市長 

              （賃貸人）            

認 定 申 請 者 住 所 

又は主たる事務所の所在地 

氏 名 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

認 定 申 請 者 住 所 

又は主たる事務所の所在地 

氏 名 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

 

居住安定援助計画の軽微な変更届出書 

 

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規

則第２１条第２項の規定に基づき居住安定援助計画の軽微な変更を届け出ます。 

認定番号  

変更に係る事項 変更前 変更後 
変更予定 

年月日 

    

 

備考 

変更の認定申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 

 



 

第４号様式（第１１条関係） 

                       第    号 

年    月    日 

 

 居住安定援助計画の変更認定通知書 

 

  

       様 

                                  川崎市長 

 

  年  月  日付けで申請のあった居住安定援助計画（第    号）の変更について、住宅確

保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第４４条第２項において準用する同法第４１

条の規定に基づき認定したので、同法第４４条第２項において準用する同法第４３条第１項の規定に

基づき通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

第５号様式（第２０条関係） 

                       第    号 

年    月    日 

 

 目的外使用に係る承認通知書 

 

  

       様 

                                  川崎市長 

 

 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規

則第３２条の規定に基づき、 年  月  日付けで申請のあった居住安定援助計画（第  号）に

係る専用賃貸住宅の目的外使用について、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律第５０条第１項の承認をしたので通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

第６号様式（第２５条関係） 

                       第    号 

年    月    日 

 

 改善命令書 

 

  

       様 

                                  川崎市長 

 

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（以下「法」という。）第５５条の規

定に基づき、次のとおり改善を命じます。 

 改善事項については、速やかに改善するとともに、  年  月  日までに、川崎市居住安定援

助賃貸住宅事業に関する要綱第２５条第２項に規定する改善報告書を提出してください。 

 なお、改善期限までに改善に必要な措置が講じられない場合は、法第５６条第２項第３号の規定に

基づき認定の取り消しを行うことがあります。 

 

１ 認定番号 

 

２ 住宅の名称 

 

３ 住宅の所在地 

 

４ 改善事項 

 

５ 改善期限 

 

 

 

 



 

第７号様式（第２５条関係） 

年    月    日 

川崎市長 

              （賃貸人）            

認 定 申 請 者 住 所 

又は主たる事務所の所在地 

氏 名 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

認 定 申 請 者 住 所 

又は主たる事務所の所在地 

氏 名 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

 

改善報告書 

 

      年  月  日第    号により改善命令のあった事項について、川崎市居住安定援助

賃貸住宅事業の登録等に関する要綱第２５条第２項の規定に基づき、次のとおり改善結果を報告しま

す。 

 

１ 認定番号 

 

２ 住宅の名称 

 

３ 住宅の所在地 

 

４ 改善結果 

 

 

 

 

 



 

第８号様式（第２６条関係） 

                       第    号 

年    月    日 

 

 居住安定援助計画認定取消通知書 

 

  

       様 

                                  川崎市長 

 

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第５６条の規定に基づき、計画の認

定を取り消したので、同条第３項の規定に基づき通知します。 

 

１ 取消年月日 

 

２ 認定番号 

 

３ 住宅の名称 

 

４ 住宅の所在地 

 

５ 取消理由 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(教示) 
 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に川
崎市長に対して審査請求をすることができます。 
 この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日(前記の審査請求をした場合に
は、当該審査請求についての裁決があったことを知った日)の翌日から起算して６月以内に川崎市を被
告として(川崎市長が被告の代表者となります。)提起することができます。  


